


別紙 

性犯罪被害者の医療費に係る公費負担要領 

 

第１ 目的 

    この要領は、性犯罪被害者（以下「被害者」という。）が、性犯罪被害により生 

 じた医療機関及び薬局等（以下「医療機関等」という。）における診療等の費用（以

下「医療費」という。）について、その一部を公費により支出（以下「公費負担」

という。）するために必要な事項を定め、公的支援を行うことにより、被害者の精

神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、被害者の捜査活動への理解と協力を得

ることを目的とする。 

第２ 支出対象事件及び支出対象者 

  次の１から３までに該当する犯罪の被害者であって警察が医療機関の診断又は要

指導医薬品たる緊急避妊薬を必要と認める者について支出を行うものとする。 

 １ 刑法（明治40年法律第45号）に規定する次に掲げる犯罪 

  ⑴ 不同意わいせつ罪（第176条の罪であり、未遂を含む。） 

⑵ 不同意性交等罪（第177条の罪であり、未遂を含む。） 

  ⑶ 監護者わいせつ及び監護者性交等罪（第179条の罪であり、未遂を含む。） 

  ⑷ 不同意わいせつ等致傷罪（第181条の罪） 

⑸ 強盗・不同意性交等罪（第241条の罪であり、未遂を含む。） 

２ 刑法の一部を改正する法律（令和５年法律第66号）による改正前の刑法に規定 

する次に掲げる犯罪 

  ⑴ 強制わいせつ罪（第176条の罪であり、未遂を含む。） 

  ⑵ 強制性交等罪（第177条の罪であり、未遂を含む。） 

  ⑶ 準強制わいせつ及び準強制性交等罪（第178条の罪であり、未遂を含む。） 

  ⑷ 監護者わいせつ及び監護者性交等罪（第179条の罪であり、未遂を含む。） 

   ⑸  強制わいせつ等致傷罪（第181条の罪） 

  ⑹ 強盗・強制性交等罪（第241条の罪であり、未遂を含む。） 

  ３ 刑法の一部を改正する法律（平成29年法律第72号）による改正前の刑法に規定

する次に掲げる犯罪 

  ⑴ 強制わいせつ罪（第176条の罪であり、未遂を含む。） 

   ⑵ 強姦罪（第177条の罪であり、未遂を含む。） 

   ⑶ 集団強姦等罪（第178条の２の罪であり、未遂を含む。） 

   ⑷ 準強制わいせつ及び準強姦罪（第178条の罪であり、未遂を含む。） 

   ⑸ 強制わいせつ等致傷罪（第181条の罪） 

  ⑹ 強盗強姦罪（第241条の罪であり、未遂を含む。） 

第３ 支出対象費用 

  次に掲げる医療費について公費負担するものとする。 

 １ 初診料・再診料 

   初診料については、時間外加算料を含む。 

   再診料については、性感染症検査又は人工妊娠中絶手術の実施に伴う費用をい 

  う。   



 ２ 処置料 

   初診時における鑑定資料採取、膣内洗浄及び犯罪に起因する傷病がある場合 

 の応急処置的な治療・投薬等に要する費用をいい、入院を伴う手術費や継続  

 治療に伴う投薬費用等は支出対象としない。 

 ３  緊急避妊措置料 

   医療機関若しくは薬剤師による対面指導において緊急避妊のために実施した投

薬、並びに医療機関における器具挿入等の緊急避妊措置に係る費用をいう。 

 ４  検査料 

      初診時における、膣内の精子の存在を確認する膣分泌検査及び犯罪立証上必要 

  な検査に要する費用をいう。 

 ５  画像診断料 

   医師が、致傷等の診断のために必要と認めた検査に要する費用をいう。 

 ６ 診断書料 

   致傷の事実を証明するために警察に提出する１通分の費用をいう。 

   負傷状況により、複数の医療機関を受診した場合には、医療機関ごとに警察に 

  提出する１通分の費用をいう。 

 ７ 性感染症検査費用 

  ⑴ 検査対象 

    クラミジア、淋（りん）病、梅毒、ＨＩＶ（エイズ）、Ｂ型肝炎、トリコモ 

   ナス、カンジダ及び特に感染のおそれがあり検査が必要と認められるものとす

る。 

  ⑵ 適用範囲 

    初回診察時に実施する検査及び再検査１回分の計２回分の費用をいい、原則 

   として、再検査は初回に診察を受けた医療機関において、初回診察日から４か 

   月を超えない範囲で実施するものについて支出対象とする。 

 ８ 人工妊娠中絶費用 

   人工妊娠中絶手術及び同手術に伴う診察、各種検査、入院等の費用で、被害者 

  及び被害者が未成年の場合は、その保護者（以下「被害者等」という。）が実際 

  に負担する金額について支出対象とする。 

 ９ 手数料 

   上記２及び３における投薬が院外処方となる場合の処方箋料並びに被害者等

が、医療機関等が発行した領収書やその金額を確認できる書面（以下「領収書等」

という。）を亡失した場合で、警察に提出する請求書に添付する領収書等１通分

の再発行に要する費用をいう。 

第４ 支出除外事由 

    次のいずれかに該当する場合は、公費負担はしない。 

 １ 被害者等が公費負担を辞退したとき。 

 ２ 被害者等が被疑者又はその関係者から、医療機関において発生した費用の支払 

  いを既に受けていたとき。 

  ３ 被害者等が他の公的機関における公費負担の制度により、医療機関において発 

  生した費用の支払を既に受けていたとき。 



 ４ 虚偽の申告をしていることが明らかなとき。 

  ５ 公費負担することが社会通念上適切でないと認められるとき。     

第５ 支出の決定・手続等 

 １ 公費負担制度の適否の決定 

  ⑴ 対象事件の捜査を担当する所属は、対象事件を認知し、公費負担の必要性が

あると認められた場合、被害者等に本制度について説明し、その適用を希望し

た際は、警察本部にあっては捜査を担当する課の課長補佐が、警察署にあって

は捜査を担当する課の課長（以下「課長補佐等」という。）が医療費支出対象

事件報告書（様式第１号、以下「報告書」という。）により所属長に報告する

こと。 

  ⑵  上記⑴により報告を受けた所属長は、支出除外事由に照らし、公費負担の適

否を決定すること。 

    その際、公費負担の適否について疑義等がある場合は、刑事部捜査第一課長 

   （以下「捜査第一課長」という。）と協議すること。 

  ⑶ 被害者が当該被害により妊娠していることが判明した場合 

    所属長は、当該被害による被害者の妊娠が判明した時点で、捜査第一課長に

即報し、人工妊娠中絶手術費用の公費負担について協議し、その適否を決定す

ること。 

  ⑷ 被害場所が他の都道府県警察の管轄と判明した場合 

       原則、被害者の医療費については、事件捜査を行う都道府県警察が公費負担 

   することとなっていることから、所属長は、当該事件を認知した時点で、捜査

第一課長に即報し、対応について協議すること。 

 ２ 支出手続 

  ⑴ 公費負担制度の適用決定後、医療機関で受診させる場合 

    所属長は、課長補佐等に、被害者が受診した医療機関から、医療費に係る請

求書（様式第２号、以下「請求書」という。）を受領させ、警察本部にあって

は捜査を担当する課の庶務係の最上職の者、警察署にあっては会計課長（以下

「会計事務責任者」という。）に提出させること。 

  ⑵ 警察が認知する前に被害者が医療機関を受診又は薬局等で緊急避妊薬を購入

していた場合 

    所属長は、公費負担制度の適用を決定した支出対象事件で、被害者が警察に

届け出る前に医療機関を受診又は薬局等において緊急避妊薬を購入・服用し、

既に被害者等が医療費を支払っていた場合、課長補佐等に、被害者等から支払

った医療費に係る請求書及び当該医療機関等が発行した領収書等の写しを受領

させ、会計事務責任者に提出させること。 

 なお、被害者等が薬局等で緊急避妊薬を購入した場合は、購入した緊急避妊

薬の名称が記載されたレシートの写しも可とする。 

    被害者等が、当該医療機関に医療費を支払っていない場合は、上記⑴の手続  

   を行うこと。 

  ⑶ 報告、送付等 

    所属長は、医療機関又は被害者等（以下「請求者」という。）から請求書を



受領した場合は、総務部会計課長に所要額を報告するとともに、当該請求書（領

収書等を含む。）及び報告書の各写しを捜査第一課長に送付すること。 

  ⑷ 支出方法 

    支出については、請求者が指定する口座に口座振替により行うものとし、そ 

   の口座番号等については、預金通帳等により誤りがないことを確認すること。 

第６ 返金手続等 

  所属長は、公費負担の適用決定後に、前記第４「支出除外事由」に該当すること

が判明した場合、直ちに支出手続を中止し、課長補佐等により、被害者等にその旨

を説明させること。 

  なお、既に請求者が指定した口座に振替が完了している場合には、課長補佐等及

び会計事務責任者に被害者等から適用金額に相当する金額の返還手続を行わせると

ともに、その旨を捜査第一課長に連絡すること。 

第７ 運用上の留意事項   

 １ 医療費は、原則として自由診療に伴う費用とするが、被害者等が既に保険診療 

  で費用を支払っていた場合は、保険診療による自己負担額の金額を適用すること。 

  ２ 性感染症検査については、検査対象や潜伏期間について、事前に医師と相談の 

  上、実施すること。 

 ３ 被害者が、公費負担対象外の処置を希望した場合、当該措置については自己負 

担となることを、事前に被害者等及び医療機関に説明し、理解を得ておくこと。 

 ４ 本要領の運用に当たっては、被害者等の心情に配意して、不用意な言動により 

  精神的被害等の二次的被害を与えることのないように留意すること。 

 ５ 所属長は、本要領の運用に当たって疑義及び質疑が生じた場合、その都度、捜

査第一課長と協議すること。 

 ６ 報告書の保存期間は、５年度とする。 

 

 



様式第１号 
                                             年   月   日 
 
 
                  様 
 
                                      報告者 
                                                              
 
                                       警部              

 
 

医 療 費 支 出 対 象 事 件 報 告 書 
 
     

事 件 名
 

    

      

 
受 理 年 月 日 

 
      

 
 発 生 日 時 

 
 

 

発 生 場 所 
 

  

 

 

支 出 対 象 者 
 

（被害者） 

  住  所  
     

  氏  名              
  
  生年月日     年  月  日 （   歳） 

 
 
 
 
 
除外事由調査 

 
 
 
 

被害者等が公費による支出を辞退 有 ・ 無 

被疑者等から医療費の支払いを受けている 有 ・ 無 

他の公費負担により医療費の支払いを受けている 有 ・ 無 

虚偽の申告をしていることが明らか 有 ・ 無 

その他社会通念上適切でないと認められる 
（事由                                  ） 

有 ・ 無 

 
 
人工妊娠中絶 
※該当する場合のみ 

 
 妊娠第    週 
 

 
協議結果 

 

 
可 ・ 否 

 

意思確認結果 被 害 者 同 意 ・ 拒 否 保 護 者 同 意 ・ 拒 否 

要否決定意見 適  用  ・  不  適  用 

受診日・医療機関名
       年   月    日 ・  

 



様式第２号 

                            年  月  日 

             様 

請求者 

                   住所（所在地） 
                                       

 

                   氏名（医療機関・代表者職氏名）             

                                            

                                      

 

 

請  求  書 

 

  受診年月日：     年  月  日 

項   目 
 金額（消費税を含む） 
 又 は 診 療 点 数 

備           考 

初（再）診料          円      点 □初診料 □再診料   

処 置 料          円      点  

緊急避妊措置料          円      点  

検 査 料          円      点  

画 像 診 断 料          円          点 □超音波 □（その他        ） 

診 断 書 料      円      点  

性感染症検査費用          円     点 
□クラミジア □淋病 □梅毒 □ＨＩＶ 
□Ｂ型肝炎 □トリコモナス □カンジダ 
□その他（                    ） 

人工妊娠中絶費用          円      点  

手 数 料 等          円      点 □処方箋料 □再発行手数料 

合   計                  円 □保険適用料金 

 
請求額を下記の口座に振込みください。 
 

振 
 
込 

 
先 

銀 

 

行 

（フリガナ） 

       銀  行            本 
       信用金庫           店 
       信用組合      支 

預 
金 
種 
別 

 １ 普通・総合 
 ２ 当   座 

口 座 番 号 

       

口 座 
 

名 義 

（フリガナ） 

 氏名 

 


